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「足立区自転車の安全利用に関する条例（素案）」及び 

「足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部改正（素案）」

に対するパブリックコメント実施結果及び意見に対する区の考え方 

 

１ パブリックコメントの実施結果 

（１）実施期間    平成３１年４月１５日（月）から５月１４日（火）まで 

（２）意見提出数など 

  ① 意見提出者数                 ８名（４０件） 

  ② 提出方法 

    ア 窓口への持参               １名 

    イ 区のホームページの意見受付フォーム    ７名 

   

２ 寄せられた意見及び区の考え方 

Ｎｏ 項目 寄せられた意見 区の考え方 

１ 区の責務 「自転車交通安全教育」が、

道路交通法に基づいた内容

であることを明示してほし

い。 

ご意見を踏まえ、道路交通法に基

づいた内容であることを明示する

ため、条例案の修正を検討いたし

ます。 

 

２ 区の責務 自転車と歩行者の事故を防

止するため、歩道と自転車

通行帯の分離をしてほし

い。 

ご意見を踏まえ、自転車と歩行者

が交錯しないような環境整備を進

めてまいります。 

 

 

３ 区の責務 路面の段差・排水桝の穴の

大きさを小さくする等、自

転車の転倒事故防止対策を

実施してほしい。 

ご意見を踏まえ、自転車の走行環

境整備を進めてまいります。 

 

 

 

４ 区の責務 区が指定した自転車の研

修・講習を受けた者には、

区が自転車の購入費用を補

助してほしい。 

自転車の交通安全教育の取り組み

をより一層進めてまいりますが、

自転車の購入費用の補助について

は、考えておりません。 

 

５ 自転車利用者の

責務 

自転車の盗難防止、違法駐

車対策のために防犯登録を

義務化してほしい。 

防犯登録の義務については、条例

案に盛り込む予定です。 
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Ｎｏ 項目 寄せられた意見 区の考え方 

６ 自転車利用者の

責務 

「スマホ禁止」を追加して

ほしい。 

ご意見を踏まえ、傘差し運転及び

スマホのながら運転の禁止につい

ては、条例案に盛り込む予定です。 

並走運転については、道路交通法

上、明確に禁止事項となっている

ことから条例案には盛り込まず、

交通安全教育等の中で周知に努め

てまいります。 

７ 自転車利用者の

責務 

「携帯、スマホの利用禁止」

を追加してほしい。 

８ 自転車利用者の

責務 

「傘差し運転、スマホのな

がら運転、並走運転の禁止」

を追加してほしい。 

９ 自転車利用者の

責務 

「傘差し運転の禁止」を追

加してほしい。 

１０ 自転車利用者の

責務 

「中学生以上の歩道通行禁

止」を追加してほしい。 

道路交通法上、自転車は原則車道

を通行することになっています

が、車道または交通の状況に照ら

して、通行の安全を確保するため

に、自転車が歩道を通行すること

がやむを得ないと認められるとき

は、歩道を通行することができる

と規定されていることから、条例

案に中学生以上の歩道通行禁止を

明記することは考えておりませ

ん。 

１１ 自転車利用者の

責務 

万が一の事故による、自己

の怪我の治療費や相手方へ

の治療費・損害賠償の為に、

自転車利用者には賠償保険

加入を推進してほしい。 

万一、自転車による事故が発生し

た場合に、被害者の救済並びに加

害者の経済的負担の軽減を図るた

め、自転車損害賠償責任保険の加

入の義務化を予定しています。条

例制定の機会に区民の皆様へ理解

と協力をいただけるよう周知に努

めてまいります。 

 

１２ 自転車利用者の

責務 

事故時には賠償することの

感覚を身につけさせてほし

い。 

１３ 自転車利用者の

責務 

盗難防止強化のため、自転

車のツーロックを推奨して

ほしい。 

ご意見を踏まえ、区と警察が連携

し、盗難防止対策を進めてまいり

ます。 

 

１４ 自転車利用者の

責務 

自転車利用の際、ヘルメッ

トの完全着用を使用条件と

してほしい。 

ヘルメットの着用については、自

転車利用者の安全確保のうえで重

要と考えていますので、条例案に

努力義務として盛り込む予定で

す。 
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Ｎｏ 項目 寄せられた意見 区の考え方 

１５ 自転車利用者の

責務 

歩行者の側を通過するとき

は、十分な間隔を空けるな

ど最大限の配慮をしてほし

い。 

鈴を鳴らして歩行者に自転

車が通過することを認識さ

せてほしい。 

道路交通法では、歩行者の側方を

通過するときは、安全な間隔を保

ち、又は徐行しなければならない

とあることから、ご意見を踏まえ、

自転車利用者に歩行者への配慮及

び鈴（警音器）の適切な使用等につ

いて交通安全教室等を通じて周

知、啓発に努めてまいります。 

１６ 関係団体の責務 「機会があるごとに高齢者

への啓発、意識の向上」を

追加してほしい。 

条例案では、関係団体の責務とし

て自転車利用者に対し、自転車の

安全利用に関する意識の啓発に努

めなければならないことを明記し

ていることから高齢者を特定した

追加は考えておりません。 

なお、区や警察、関係団体が連携し

て高齢者への教育及び啓発を引き

続き実施してまいります。 

１７ 自転車小売業者

の責務 

防犯登録の勧奨とあるが、

自転車小売業者が購入者に

対して、登録は義務である

ことを通知しなければなら

ないと修正してほしい。 

防犯登録は、法律上、自転車利用者

の義務であることから、条例案の

とおり自転車小売業者には防犯登

録の勧奨とし協力を求める形とし

ます。 

１８ 学校の責務 「道路交通法に関する自転

車の安全利用について子供

に教えること」を追加して

ほしい。 

条例案では、学校の責務として自

転車の安全利用に関する教育に努

めなければならないことを明記し

ていることから、追加は考えてお

りません。 

１９ 保護者、 

同居者等の責務 

「子供乗せ自転車におい

て、子供を乗せたまま保護

者は自転車のそばを離れて

はいけない」を追加してほ

しい。 

ご意見を踏まえ、保護者が自転車

の安全利用において、その保護す

る未成年者の安全対策に努めなけ

ればならないことを条例案に盛り

込むことを検討いたします。 

２０ 区の責務 

自転車利用者の

責務 

自転車利用者に自転車の安

全利用のルールを周知し、

自転車の点検整備を義務化

してほしい。 

自転車利用者に向けた安全利用の

周知につきましては、これまで通

り広報活動及び啓発活動を通じ

て、引き続き実施してまいります。 

また、点検整備の努力義務を条例

案に盛り込むことを検討いたしま

す。 
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Ｎｏ 項目 寄せられた意見 区の考え方 

２１ 区の責務 

学校の責務 

学校実施により、小学 3年

生で安全運転技術の習得と

事故の恐ろしさ・ルールを

理解させてほしい。 

現在、区及び警察、学校が連携し小

学 3年生向けに、ご意見を含めた

自転車教室を実施しています。引

き続き取り組みを進めてまいりま

す。 

２２ 区の責務 

学校の責務 

小学 3年生の新学期に、学

校・所轄署にて自転車教室

を実施してほしい。 

現在、区及び警察、学校が連携し小

学 3年生向けに自転車教室を実施

しています。引き続き取り組みを

進めてまいります。 

２３ 区の責務 

自転車利用者の

責務 

学校の責務 

中学生の新年度ごとに、自

転車の安全利用のルール講

習と通学用自転車の点検整

備を義務化してほしい。 

新年度ごとに講習を実施すること

は考えておりませんが、現在、区及

び警察、学校が連携し中学生向け

に安全教室を実施していることか

ら、引き続き取り組みを進めてま

いります。 

また、点検整備の努力義務を条例

案に盛り込むことを検討いたしま

す。 

２４ 区の責務 

自転車利用者の

責務 

学校の責務 

高校生・大学生の新年度ご

とに、自転車の安全利用の

ルール講習と通学用自転車

の点検整備を義務化してほ

しい。 

新年度ごとに講習を実施すること

は考えておりませんが、現在、区及

び警察、学校が連携し高校生向け

に安全教室を実施していることか

ら、引き続き取り組みを進めてま

いります。 

また、大学生に向けても、ご意見を

踏まえ検討を進めてまいります。

なお、点検整備の努力義務を条例

案に盛り込むことを検討いたしま

す。 

２５ 区の責務 

自転車利用者の

責務 

事業者の責務 

一般社会人について、勤務

する企業による、自転車の

安全利用のルール啓蒙と通

勤用自転車の点検整備を義

務化してほしい。 

条例案では、事業者の責務として

従業員に対して、自転車関係法令

の遵守、自転車の安全利用及び盗

難の防止を図るため、情報の提供

その他の必要な措置を講じるよう

努めなければならないことを明記

しています。 

また、点検整備の努力義務を条例

案に盛り込むことを検討いたしま

す。 
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Ｎｏ 項目 寄せられた意見 区の考え方 

２６ その他 電動アシスト自転車を利用

する方は、一度講習を受け

る制度を設けてほしい。 

自転車小売業者と連携して、電動

アシスト自転車の特性及び安全利

用について周知に努めてまいりま

す。 

 

２７ その他 小学 2年生までは、公園・

公道での自転車使用を禁止

してほしい。 

使用禁止の明記は考えておりませ

んが、保護者が自転車の安全利用

において、その保護する未成年者

の安全教育に努めなければならな

いことを条例案に盛り込むことを

検討いたします。 

 

２８ その他 （小学生）年に 2回の交通

安全教室に参加する事で、

自転車使用許可制にしてほ

しい（ルールと乗り方）。 

使用許可制の導入は考えておりま

せんが、交通ルールや乗り方につ

いて、区及び警察、学校が連携し交

通安全教育に努めてまいります。 

 ２９ その他 （中学生）年に 1回の交通

安全教室に参加する事で、

自転車使用許可制にしてほ

しい（ルールと乗り方）。 

３０ その他 （高校生・大学生）年に1回

の交通安全教室に参加する

事で、自転車使用許可制に

してほしい（ルールと乗り

方）。 

３１ その他 （社会人）自転車使用許可

制にして、年に 1回の更新

制とし、安全利用のルール

を習得させてほしい。 

使用許可制の導入は考えておりま

せんが、区及び警察が連携し交通

ルールの遵守及びマナーの向上に

努めてまいります。 

 

３２ その他 高齢者にも利用が容易な駐

輪装置を導入してほしい。 

ご意見を踏まえ、駐輪機メーカー

の情報を把握し、利用者にとって

扱い易い駐輪機の導入を検討して

まいります。 

 

３３ その他 利用登録・更新・支払いの

キャッシュレス化を推進し

てほしい。 

ご意見を踏まえ、キャッシュレス

化について検討してまいります。 
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Ｎｏ 項目 寄せられた意見 区の考え方 

３４ その他 主に学校や駅周辺につい

て、指導員を複数人配置し、

ゴミのポイ捨て・駐輪を含

めて、指導する体制を整え

てほしい。 

現在、放置自転車の街頭指導を実

施しており、その際、放置されたゴ

ミについても収集しております。 

ゴミのポイ捨ての街頭指導につい

ては、担当部署と連携し検討して

まいります。 

 

３５ その他 出会い頭の事故を防止する

ため、自転車事故の発生率

が高い路面に「自転車止ま

れ」の表示をしてほしい。 

ご意見を踏まえ、担当部署や警察

と連携して、自転車事故防止のた

め必要な箇所に「自転車止まれ」マ

ークの設置に努めてまいります。 

 

３６ その他 環境保護と生活習慣病の改

善対策と省エネ推進のため

に、自転車利用を推奨して

ほしい。 

ご意見を参考にさせていただきま

す。 

３７ その他 定期的な自転車整備費用の

一部援助と未整備者（車）

の罰則・勧告を追加してほ

しい。 

自転車整備費用の一部援助と罰

則・勧告について導入は考えてお

りませんが、ご意見を踏まえ点検

整備の努力義務を条例案に盛り込

むことを検討いたします。 

 

３８ その他 自転車は車両であり、走る

凶器であることを周知して

ほしい。 

道路交通法第２条により、自転車

は軽車両と位置づけられているこ

とから、交通安全教育等の機会に

道路交通法上の自転車に関する規

定や自転車事故の事例について、

周知に努めてまいります。 

 

３９ その他 母子手帳発行と同時に自転

車の基礎知識講習を実施し

てほしい。 

現在、子育てサロンでの交通安全

講話を実施しており、今後も保護

者に対して交通ルールの周知に努

めてまいります。 

４０ その他 電動アシスト自転車及びス

ポーツ自転車の利用者、子

供、若者、中高年の自転車

利用者に利用マナーを向上

させてほしい。 

ご意見を踏まえ、交通ルールの周

知や遵守に向けた施策につきまし

ても、年齢等に応じた取り組みを

進めてまいります。 

 


